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連 載 

 

画像診断と医療経済 

 

 

佐久間 貞行   

 

国民医療費 

 厚生省(1) によると国民医療費は１９８８年には約１８兆７千億円、国民一人

当り医療費は約１５万円で、国民所得に対する割合は 6.3％であった。本年度は

さらに２１兆７千億円（対国民所得比 6.1％）と一層の増加傾向にあるが、国民

所得に対する比率は安定してきていると言えよう。仮に現状の傾向のまま推移

すれば、２１世紀初頭には約４３兆円に達すると考えられている。ここで問題

となるのは国民医療費の範囲である。わが国の国民医療費は欧米に比べ範囲が

狭く、診療費、処方箋薬剤費、健保で認められているリハビリテーション費、

鍼・灸費、看護・輸送費などに限られる(2)。ＷＨＯの基準に合わせ保健・予防費、

出産費、建設費、研究費等々を含めると、保健費用の総額は国民医療費の約 1.4

倍になるという推計がある(3)。これを当てはめると本年度のわが国の保健費用は

約３０兆円ということになる。対国民所得比 8.4％となり米国の 11.2％に近づく。 

 国民医療費のうち診療費は約１５兆円で、うち入院による医療費は７兆５千

億円で 50％を占めている。とくに６５歳以上では約 60％，７０歳以上では 60％

を越すに至っている。そこで国民医療費の抑制のための政策は、その一つとし

て長期入院の是正、老人医療の見直し、在宅医療の推進、検査の適正化に向け

られている。平均在院日数は欧米に比べ長い。老人医療費も急騰している。し

かし老人一人当りの医療費の増加は老人保健法実施以降は国民一人当りの医療

費の増加と変わらないことなど老人医療費の増加が国民医療費増加の主因では

ないという二木(4)の分析やＯＥＣＤ(5)の報告もある。 

 診療費を診療行為別にみると、投薬・注射約４兆８千億円（32.5％）、入院費

用が約４兆円（26.4％）、診察料約２兆円（14％）、検査料約１兆７千億円（11.3％）、

手術料約８千４百億円（5.6％）、レントゲン診断料約５千７百億円（3.8％）、処

置料約５千５百億円（3.7％）などである(6)。画像診断関係の費用はそれほど大

きくはないが、ＣＴやＭＲＩでは検査の量、部位の数と関係なく一律というマ

ルメ即ち事実上の定額払い方式が導入されている。これは需要と供給即ち検査

の有用性と機器の開発の面を抑制するという良くない反面が考えられるので問
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題である。 

 疾患群別にみると、診療費１５兆円のうち費用の最大の疾病は「循環系の疾

患」で３兆５千億円（23％）、次いで「消化系の疾患」１兆８千億円（12％）、

「新生物」１兆４千億円（９％）「呼吸系の疾患」１兆３千億円（8.7％）「筋骨

格系及び結合組織の疾患」１兆１千億円（7.3％）と続いている。入院、入院外

ともに「循環系の疾患」が最も多く、入院では「新生物」が、入院外では「消

化系の疾患」が次いでいる。これらの疾患群では画像診断がしばしば用いられ

る。 

 

診療機器の保有状況 

 日本における１９８７年の主な診療機器の保有状況は、画像診断用超音波（Ｕ

Ｓ）装置が 28,053 施設（総施設数の 31.5％）に 36,855 台、頭部用Ｘ－ＣＴが

1,166 施設（1.3％）に 1,174 台、全身用Ｘ－ＣＴが 3,174 施設（3.6％）に 3,380

台、胃ファイバースコープが 16,031 施設（18.0％）に 28,290 台などで、磁気

共鳴画像（ＭＲＩ）装置は１９８９年５月現在で 460 施設に 474 台ある。これ

を人口あたりでみると、超音波装置は３千３百人に１台、頭部 Ｘ－ＣＴは１

０万４千人、全身用Ｘ－ＣＴは３万６千人に１台、ＭＲＩ装置はまだ２５万８

千人に１台の普及率である。 

 ＭＲＩ装置 474 台のうち、超伝導装置が 292 台（0.5Ｔ－163 台、1.0Ｔ－28

台、1.5Ｔ－101 台）、常伝導装置が 93 台、永久磁石装置が 88 台である。 

 ＭＲＩ装置の設置されている施設を開設者別にみると、国立 33 施設（8.2％）、

公的病院が 107 施設（7.8％）、その他が 321 施設（3.3％）である。 国立 33 施

設中 31 施設（94％）、公的病院 107 施設中 31 施設（29％）、その他 321 施設

中 39 施設（12％）が 1.5Ｔである。ＭＲＩ装置が導入されている病院の特徴は、

大学病院の殆ど総て、比較的大きな公立病院、脳神経外科、整形外科のある病

院などである。 

 ここで注目すべきは、このような診療機器の購入費の問題である。新しく導

入されるような高額機器、例えばＭＲＩ装置の購入費などは、国公立の大学や

病院の場合には、一般的に財政等融資か一般会計からの繰入によることが多い

ことである。これは高額機器の導入にあたって、ＥＣ諸国に比べて速やかで、

普及も早かった理由の一つであろう。しかし一方で米国のように機器購入が経

済原則にたち保健費用に含まれる国に比べると、医療費ではないため需要に対

し供給がリゾナブルではなくなっているのではなかろうか。 
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画像診断機器の生産量 

 わが国における画像診断機器の生産量や金額は、統計上の診療機器の分類や

輸出入量の記載、定価と実勢価格などがそれぞれ微妙に異なるため定かではな

い。１９８９年の医薬品の生産額が約５兆５千億円で、医療用具が約１兆２千

億円である。それから類推すればおよそ年１兆円弱ではないかと考えられる。

因みにパチンコの市場は年約２兆円、葬祭の市場は約４兆円といわれる。 

画像診断の診療費 

 画像診断に関する診療費も、手にすることのできる統計の上の分類からは正

確に把握することは困難である。高額医療の抑制の一環として、検査の適正化

による費用の抑制が試みられている。しかし画像診断関連は機器の生産高に比

べ医療費が少ないなどその間のギャップのおおきさに問題がある。しかも画像

診断では適用の範囲を大きく規制する代わりに、検査費用の面で何れの部位を

何枚撮影しても一定額として抑制している。例えばＸ－ＣＴは一連で１万２千

円、造影剤を用いると造影剤の費用が加算されて２万円である。ＭＲＩでは一

連で２万円、造影した場合には加算されて２万８千円である。しかしＸ－ＣＴ、

ＭＲＩともに米国の検査費用に比べ低額であり、約 1/2－1/4 である。一日に行

われる検査数が多いか、機器の価格が安くなくては、例えば機器の償却費は弁

済できるとしても人件費を賄うことは出来ない。それでも購入されるのは財政

等融資や一般会計からの繰入れが在るからと、病院のステイタスとして言えよ

う。 

 

医療経済の特異性 

 医療需要には需要者無知 (consumer' ignorance) 、供給創造的需要

(supply-creates-demand)という面があり、一方で準公共財として医療保障制度

と調整機構がある。従って費用－効果分析(cost-effectiveness analysis)や費用－

便益分析(cost-benefit analysis)が基本的に行いにくいところがある。そこにい

ろいろな矛盾を生じてきているものと考えられる。しかし国民すなわち需要者

側の意識改革も進んできている。有用性分析、費用分析を研究する機運も医療

すなわち供給側にあり、厚生科学研究費による多施設・多人数による分析実験

も行われつつある。わが国は国民皆保険ということ、医療費の点数制という医

療受益の平等性がある。この平等の原則は効率性の原則とは二律背反の関係に

ある。この矛盾の調和を目指した研究が今後必要になるであろう。 

 

（名古屋大学教授・医学部放射線医学教室） 
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